
年
金
選
択

 

か 

 
 
 
 

解散存続連合会 
（仮称） 

新 連 合 会 

存 続 連 合 会 

国（日本年金機構） 

権利義務の移転承継 
（ＤＢ由来の支給義務・年金資産） 分配業務の委託可 

現基金 解散基金 

代
行
部
分 

現 連 合 会 

基
本
部
分 

Ｄ
Ｂ
中
脱
（脱
一
）・Ｄ
Ｂ
終
了
（残
余
） 

基
本
部
分
＋
脱
一
・代
行
部
分
＋
残
余 

＊ 施行日前の中脱申出、解散に係る年金給付は、 
     施行日以降も従前どおり 

・ 代行部分の全部又は一部の返上が可能 

残
余
財
産
分
配
金 

脱
退
一
時
金
相
当
額 

解散 

存続基金 解散基金 

残
余
財
産
分
配
金 

脱
退
一
時
金
相
当
額 

存続基金 解散基金 

脱
退
一
時
金
相
当
額 

残
余
財
産
分
配
金 

存続基金 

残
余
財
産
分
配
金 

解散基金 

本人 
（一時金選択） 

残余財産 
分配金 

残余財産 
分配 

最 
低 
責 
任 
準 
備 
金 
の 
納 
付 

施行日 
（平成26年4月1日） 

５年後 
Ｘ年後 

・新連合会設立 
・存続連合会解散 

Ｄ
Ｂ
中
脱
（脱
一
）・Ｄ
Ｂ
終
了
（残
余
） 

基
本
部
分
＋
脱
一
・代
行
部
分
＋
残
余 

Ｄ
Ｂ
中
脱
（脱
一
）・Ｄ
Ｂ
終
了
（残
余
） 

基
本
部
分
＋
脱
一
・代
行
部
分
＋
残
余 


